
専第３号

令和５年度鹿児島県一般会計予算補正の件

令和５年度鹿児島県一般会計予算の補正について，地方自治法第179条第１項の規定に基づ

き，次のとおり専決処分する。

令和６年３月31日

鹿児島県知事 塩田康一

令和５年度鹿児島県一般会計補正予算（第10号）

令和５年度鹿児島県一般会計補正予算（第10号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に，歳入歳出それぞれ 918,583千円を追加し，歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ 906,642,454千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は，「第１表 歳入歳出予算補正」による。



第１表 歳入歳出予算補正

歳 入

款 項 補正前の額 補 正 額 合 計

千円 千円 千円

3 地 方 譲 与 税 33,362,407 71,164 33,433,571

特別法人事業譲与1 29,941,407 8,458 29,949,865税

2 地方揮発油譲与税 2,940,000 80,360 3,020,360

3 石 油 ガ ス 譲 与 税 92,000 △ 8,555 83,445

4 自動車重量譲与税 185,000 8,559 193,559

6 森 林 環 境 譲 与 税 131,000 △ 60 130,940

7 航空機燃料譲与税 73,000 △ 17,598 55,402

5 地 方 交 付 税 291,096,023 1,008,258 292,104,281

1 地 方 交 付 税 291,096,023 1,008,258 292,104,281

交通安全対策特別6 477,000 △ 97,684 379,316交付金

交通安全対策特別1 477,000 △ 97,684 379,316交付金

12 繰 入 金 26,501,515 △ 63,155 26,438,360

2 基 金 繰 入 金 26,363,553 △ 63,155 26,300,398

歳 入 合 計 905,723,871 918,583 906,642,454

歳 出

款 項 補正前の額 補 正 額 合 計

千円 千円 千円

2 総 務 費 81,749,943 918,583 82,668,526

1 総 務 管 理 費 54,435,298 918,583 55,353,881

歳 出 合 計 905,723,871 918,583 906,642,454


